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脱炭素第２２１号 

技 術 提 案 実 施 公 告 
 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項の規定による随意契

約の方法により契約を締結するため、次のとおり技術提案を募集する。 

 

  令和８年２月２７日 

 

  岡山県知事 伊原木 隆 太 

 

１ 技術提案に付する事項 

 (1) 業務名 

おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン事業 

 (2) 契約期間 

契約締結日から令和９年２月５日まで 

 (3) 契約限度額（見積上限額） 

1,520,290,000 円以内 

（ポイント等原資分及び消費税額及び地方消費税の額を含む。） 

契約額のうち、ポイント等原資分は 1,350,000,000 円以上とする。 

 (4) 履行場所 

岡山県環境文化部脱炭素社会推進課の指定する場所 

 (5) 事業内容等 

おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン事業

仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

※ 企画提案書の選定後に提案内容を反映して決定する。 

 

２ 技術提案に参加できる者の資格 

この公告の日から７(1)の委託候補者が選定される日までの間、次に掲げ

る要件の全てを満たしていること。 

 (1) 「岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参

加資格者名簿」という。）」に登載されている者であること。 

 (2) 入札参加資格者名簿の業務種目の大分類が「５ 企画・製作（情報・通

信サービスを除く）」であり、格付区分がＡであること。 

 (3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規

定に該当する者でないこと。 

 (4) 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成 19 年岡山

県告示第 332 号）に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でない

こと。 

 (5) 岡山県から岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領に基

づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 
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 (6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を

受けている者でないこと。 

 (7) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 条）に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手

続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

 

３ 契約条項を示す場所 

  岡山県環境文化部脱炭素社会推進課 

  〒700-8570 

  岡山市北区内山下二丁目４番６号 

  電話番号 086-226-7298 

  ファックス番号 086-231-8094 
 

４ 技術提案参加手続等 

 （1）仕様書、様式等の配布期間及び配布場所 

  ア 配布期間 

    令和８年２月 27 日（金）から同年３月 13 日（金）まで（閉庁日を

除く。）の午前９時から午後５時まで 

  イ 配布場所 

    ３の契約条項を示す場所に同じ。 

また、岡山県環境文化部脱炭素社会推進課のホームページ

（http://www.pref.okayama.jp/soshiki/28/）からダウンロードすることも

できる。 

 (2) 技術提案参加資格確認申請書の提出期間等 

  ア 提出期間 

    令和８年２月 27 日（金）から同年３月 13 日（金）まで（閉庁日を

除く。）の午前９時から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    ３の契約条項を示す場所に同じ。 

  ウ 提出方法 

    技術提案参加資格確認申請書（様式第１号）を持参又は郵送（配達証

明付書留郵便に限る。提出期限必着のこと。） 

 (3) 技術提案参加資格要件の審査 

  ア 技術提案参加資格要件の審査結果の通知 

    技術提案参加資格確認申請書を提出した者については、２の要件に

ついて審査し、不適合と認められる者には、令和８年３月 17 日（火）

までに文書で通知する。この通知を受けた者は、この技術提案に参加

することができない。 
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   イ 技術提案参加資格がないとされた理由の説明の要求 

    技術提案参加資格がない旨の通知を受けた者は、当該通知を受け 

取った日の翌日から起算して７日以内に、(4)ウの宛先に、ファックス

により、技術提案参加資格がないとされた理由の説明を求める書面を

提出することができる。 

 (4) 仕様書等に対する質問の受付及び回答 

  ア 受付期間 

    令和８年２月 27 日（金）から同年３月 13 日（金）までの午前９時

から午後５時まで 

  イ 受付方法 

    おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン事

業技術提案に関する質問・回答書（様式第２号）を電子メール又はフ

ァックスにより送信すること。電話又は口頭による質問には応じない。 

※電子メールの件名は「おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム

応援キャンペーン事業／質問書」とすること。 

  ウ 宛先 

    岡山県環境文化部脱炭素社会推進課 

電子メール送信先 datsutanso@pref.okayama.lg.jp 

    ファックス番号 086-231-8094 

    ※ 電子メール又はファックス送信後は、必ず電話で宛先に届いて

いることを確認すること。確認用電話番号 086-226-7298（アの受

付期間（土曜日、日曜日、祝日及び休日を除く。）の午前９時から

午後５時まで） 

  エ 回答方法 

    岡山県環境文化部脱炭素社会推進課ホームページに回答を掲載す

る。ただし、この技術提案に直接関係ないもの、セキュリティ上の理由

等から明らかにすることが不適切なもの、質問者固有のものその他上

記回答方法によることが不適当と認められる質問には、回答を行わな

いか又は回答方法を変更する場合がある。 

  オ その他 

    技術提案実施後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議

を申し立てることはできない。 

 

５ 技術提案書等の提出 

この技術提案に参加する者は「技術提案書等作成要領」（別紙１）により

作成した書類を次のとおり提出しなければならない。 

 (1) 提出期限 

   令和８年３月 19 日（木）午後５時（必着） 

 (2) 提出場所 
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   ３の契約条項を示す場所に同じ 

 (3) 提出書類 

   技術提案書等の提出について（様式第３号） 正本１部 

   技術提案書（任意様式）          正本１部、副本４部 

見積書（様式第４号）              正本１部 

   付属資料（必要に応じて）         正本１部、副本４部 

   会社概要（会社パンフレット等）        正本１部 

 (4) 提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。

(1)の提出期限必着のこと。） 

 

６ 技術提案内容のヒアリング 

  ５により提出された書類について、技術提案参加者に対してヒアリング

を行うこととする（詳細は別途連絡）。 

(1) 日時 

    令和８年３月 25 日（水）を予定 

(2) 場所 

  県庁内を予定 

(3) 説明時間 

  説明 15 分、質疑 15 分（説明時間の超過は認めない。）を予定。説明は

提出した技術提案書等によることとし、会場には、プロジェクター等の機

材の準備は行わない。詳細は、追って連絡する。 

 

７ 委託候補者の選定及び契約の締結等 

 (1) 委託候補者の選定 

   別に定める技術提案書審査要領に基づき、委託業務内容に係る提案書

及びヒアリングの内容、見積金額等により審査し、最も優秀な提案を行

った者を総合的に判断して委託候補者に選定する。委託候補者に選定さ

れたか否かについては、審査結果をファクシミリ等で通知する。 

なお、審査項目及び配点は別紙２のとおりとする。 

 (2) 契約書の作成の要否 

   要 

(3) 契約保証金 

   岡山県財務規則（昭和 61 年岡山県規則第８号）第 153 条及び第 155 条 

の規定による。 

(4) その他 

   契約については、契約書に定める事項のほか、岡山県財務規則その他

法令の定めるところによる。 

 

８ 不適格事項 
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  次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とする。 

 (1) 技術提案に応募する資格のない者及び４(2)アの提出期限に技術提案

参加資格確認申請書を提出しなかった者が提案したとき。 

 (2) 技術提案書等が、５(1)の提出期限を超えて提出されたとき。 

 (3) 見積書が、１(3)の条件を満たさなかったとき。 

  (4) 技術提案参加者が、６に規定する説明を行わなかったとき。 

 (5) 技術提案書等に不足又は虚偽の内容があったとき。 

  (6) 技術提案者が、２に定める技術提案に参加できる者の資格を喪失した

とき。 

(7) 不正な利益を図る目的で審査委員等と接触し、または利害関係を有す

ることとなったとき。 

(8) 提出された技術提案書の内容が仕様書の水準を満たしていないことが

明らかであると認められるとき 

  (9) その他技術提案参加者に求められる義務を履行しなかったとき。 

 

９ その他 

(1) 提出された技術提案書等の追加及び修正は認めない。 

(2) 技術提案は、技術提案参加者ごとに１案までとする。 

(3) 技術提案書等の作成等に要する費用は、全て技術提案参加者の負担とす

る。 

(4) 技術提案書等は、委託候補者の選定を行うために必要な範囲内において

複写することがある。 

(5) 技術提案書等は、返却しない。 

(6) 審査の過程において、追加資料を求める場合がある。 

(7) 審査経過については、公表しない。 

(8) 技術提案書等について、岡山県行政情報公開条例（平成８年岡山県条例

第３号）に基づく開示請求があった場合は、同条例及び岡山県行政情報公

開条例施行規則（平成８年岡山県規則第 43 号）に基づき取り扱うことと

する。 

(9) 技術提案書等に虚偽又は不正があった場合その他参加者及び関係者に

おいて不法又は不正な行為があった場合は、参加を無効とする。 

 (10) 技術提案及び契約の手続において使用する言語は日本語、通貨は日本

円、単位は日本標準時及び計量法によるものとする。 

 (11) 委託候補者決定後、業務内容等について一部修正する場合がある。 

 (12) 委託候補者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓

約書を提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、

当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。 

(13) 著作権等に関する事項 

ア 提案の著作権は原則として各技術提案者に帰属する。ただし、採用し

た提案書等の著作権は県に帰属する。 

イ 技術提案者は、県に対し、技術提案者が提案を創作したこと及び第三
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者の著作権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的

財産権を侵害するものではないことを保証するものとする。 

ウ 提案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じ

たときは、提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するもの

とし、かつ県に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するもの

とする。 

 (14) その他必要な事項は、岡山県財務規則の規定による。 
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技術提案書等作成要領 

 

１ 技術提案書等の構成 

  本技術提案に係る技術提案書等として、下記の留意事項に従い、次の

（１）～（５）を提出すること。 

（１）技術提案書等の提出について（様式第３号）  

（２）技術提案書（任意様式）          

（３）見積書（様式第４号）            

（４）上記を補足する付属資料（必要に応じて。）          

（５）会社概要（会社パンフレット等。ない場合は、会社の経歴や従業員

数、事業内容等がわかるもの（任意様式）。）       

 

２ 留意事項 

（１）提出する上記１（１）～（５）のうち、（１）、（３）及び（５）は

正本１部を作成し、（２）及び（４）は正本１部、副本４部を作成する

こと。副本には、社名や社名を類推できる表現を入れないこと。 

（２）Ａ４版を基本とすること。一部Ａ３版の使用も認めるが、その場合は

片袖折りをしてＡ４サイズに合わせること。 

（３）枚数に制限は設けないが、提案書は簡潔にまとめること。 

（４）文書の補完のための写真、イラスト等を用いることも可とする。 

（５）提案書の提出期限後の訂正、追加、差し替え及び再提出は認めない。 

（６）言語は日本語、通貨単位は円とすること。 

 

３ 技術提案書の内容 

  技術提案書は、おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャ

ンペーン事業仕様書（以下「仕様書」という。）を参照の上、以下の項目

を含めて作成すること。 

（１）業務実績 

   同種・類似業務を、国や地方自治体から受託した実績がある場合、直

近の実績から順に、５事業まで記載すること。 

   現在受注しているものも、契約締結が完了しているものは含めること

とする。 

   記載内容は、業務名称、発注者、業務期間、受託金額、業務の概要

（調査した施設等の件数含む。）等とする。 

   受託実績がない場合は、その旨を記載すること。 

（２）実施体制 

 ア 業務実施体制図 

本業務における全体の実施体制図を記載すること。担当グループが分

かれる場合は、業務ごとの責任者がわかるように記載すること。また、

再委託を行う予定がある場合は、再委託予定者も含めた体制図とするこ

と。 

 イ 事務局に従事予定の統括責任予定者等の経歴等 

   従事予定の総括責任者の所属・役職・氏名と、保有資格、ポイント交

別紙１ 
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付業務の遂行実績を記載すること。また、担当グループが別れる場合

は、業務ごとの責任者の所属・役職・氏名と、保有資格、当該業務に類

似する業務実績について記載すること。 

   上記アの体制図とまとめた記載としてもよい。 

 ウ 業務に係るスケジュール 

   契約期間内に本業務を完了させるための工程表を具体的に記載するこ

と。 

（３）提案内容 

   仕様書の「３ 業務内容」に基づき作成すること。（以下の内容は含

むものとする。） 

  ・セキュリティ確保について（個人情報保護の取組、専用サイト等のシ

ステムのセキュリティ確保の取組） 

・専用サイト及びシステムの構築、運用及び維持管理について 

  ・コールセンターの設置及び運営について 

  ・店舗及び対象製品の登録及び情報管理について 

  ・キャンペーンの広報・周知について（県民及び店舗等） 

  ・ポイント交付手続について（申請者が簡便に申請できるよう工夫した

内容が分かるように記載すること。） 

・交付対象となるポイント等の種類について 
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＜審査項目及び配点＞  

評価項目 評価の視点 配点 

業務実績 同種・類似業務について国や地方自治体からの受託実績

があるか。 

5点 

実施体制 業務を適正に遂行できる人員体制、配置体制となってい

るか。 

5点 

担当技術者は業務を遂行するためにふさわしい実績及び

資格を有しているか。 

5点 

スケジュールは適切かつ具体的な工程になっているか。 5点 

提案

内容 

 

事業の運

営・管理 

事業実施に際し必要な管理（人員配置、スケジュール管

理、個人情報の管理等）を適切に行うことができる体制

となっているか。 

5点 

業務運営に係るシステムは、不正アクセス防止等のセキ

ュリティの確保が十分に行われるものとなっているか。 

5点 

専用サイ

トの設置

等 

専用サイトは県民や参加を希望する店舗が閲覧しやすい

構成となっているか。 

10点 

専用サイトの仕様は、応募者の利便性に配慮した内容と

なっているか。 

10点 

コールセ

ンター 

県民や参加を希望する店舗からの問合せ・申請に対して

的確かつ迅速に対応できる体制となっているか。 

5点 

事業に係

る広報 

県民の利用促進や協力店舗の増加に繋がる効果的な広報

手段が提案されているか。 

15点 

提案事業者の知識・経験を活かした創意工夫のある提案

となっているか。 

5点 

ポイント

等の交付

・管理 

ポイント等交付申請の仕組みが簡便かつ確実性のあるも

のとなっているか。 

10点 

交付するポイント等は汎用性の高いもの（ポイント種

別、種類数等）となっているか。 

5点 

ポイント等の管理方法は上限を超過しない適切な管理方

法となっているか。 

5点 

見積金額 見積額は、技術提案書に沿った妥当な金額となり、かつ

予算内に収まっているか。 

5点 

合計  100点 

  

 

 

 

 

別紙２ 


